
 

2009 年 7 月 15 日 

各  位 

会  社  名 株式会社みずほフィナンシャルグループ 

代 表 者 名 取締役社長 塚本 隆史 

本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 

コード 番 号 ８４１１（東証第一部、大証第一部） 

 

 

発行価格および売出価格等の決定について 

 

当社は、平成 21 年 7 月 1 日開催の取締役会において決議いたしました当社の新株式発行および

株式売出しに関し、発行価格および売出価格等を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

1. 募集による新株式発行（一般募集） 
(1) 募 集 株 式 数  下記①および②の合計による当社普通株式 2,804,400,000 株 

① 下記の各募集における国内当初買取引受会社および海外

当初買取引受会社の買取引受けの対象株式として当社普

通株式 2,608,800,000 株 
イ）国内一般募集 1,304,400,000 株

ロ）海外募集 1,304,400,000 株

 
② 海外募集における海外当初買取引受会社に対して付与す

る追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株

式の上限として当社普通株式 195,600,000 株 
 

(2) 発 行 価 格 (注)1.  1 株につき金 184 円

 

(3) 発 行 価 格 の 総 額 (注)2.  516,009,600,000 円

 

(4) 払 込 金 額 (注)1.  1 株につき金 176.40 円

 

(5) 
 
 

払 込 金 額 の 総 額 (注)2.  494,696,160,000 円

 

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式

発行および株式売出しに係る発行価格および売出価格等に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表

文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当

社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上

で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。 
この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできませ

ん。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、当社が作成する目論見書が用いられます。その場合には、

この目論見書は当社より入手することができます。この目論見書には、当社およびその経営に関する詳細な情報

が、財務諸表と同様に記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 

 - 1 - 



 
 

(6) 増加する資本金および 

資 本 準 備 金 の 額 

 

(注)2. 
増加する資本金の額 247,348,080,000 円

増加する資本準備金の額 247,348,080,000 円

 
(7) 申 込 期 間 （ 国 内 ）  平成 21 年 7 月 16 日（木） ～ 平成 21 年 7 月 17 日（金）

(8) 払 込 期 日  平成 21 年 7 月 23 日（木）

(注)1.国内一般募集については、国内当初買取引受会社である野村證券株式会社が払込金額で国内一

般募集に係る新株式の全株式の買取引受けを行い、みずほ証券株式会社および野村證券株式会

社を共同主幹事会社とする国内引受会社が発行価格で募集の取扱いを行います。海外募集につ

いては、海外当初買取引受会社である J.P. Morgan Securities Ltd.が払込金額で海外募集に

係る新株式の全株式の買取引受けを行い、Mizuho International plc、J.P. Morgan Securities 

Ltd.、Merrill Lynch International、Goldman Sachs International、Morgan Stanley & Co. 

International plc および UBS Limited を共同主幹事会社とする海外引受会社が発行価格で募

集の取扱いを行います。 
2.海外当初買取引受会社が上記(1)②記載の権利を全て行使した場合の数字です。 

 
 

 

2.当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる国内売出し）（後記＜ご参考＞2. をご参照） 
(1) 売 出 株 式 数  当社普通株式 195,600,000 株

 

(2) 売 出 価 格   1 株につき金 184 円

 

(3) 売 出 価 格 の 総 額   35,990,400,000 円

 

(4) 申 込 期 間  平成 21 年 7 月 16 日（木） ～ 平成 21 年 7 月 17 日（金）

(5) 受 渡 期 日  平成 21 年 7 月 24 日（金）

   

 
3. 第三者割当による新株式発行（後記＜ご参考＞2. をご参照） 
(1) 払 込 金 額   1 株につき金 176.40 円

 

(2) 
 
 

払込金額の総額（上限）   34,503,840,000 円

 

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式

発行および株式売出しに係る発行価格および売出価格等に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表

文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当

社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上

で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。 
この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできませ

ん。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、当社が作成する目論見書が用いられます。その場合には、

この目論見書は当社より入手することができます。この目論見書には、当社およびその経営に関する詳細な情報

が、財務諸表と同様に記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 

- 2 - 



 
 

(3) 増加する資本金および 

資本準備金の額（上限） 

 

 

増加する資本金の額 17,251,920,000 円

増加する資本準備金の額 17,251,920,000 円

 

(4) 申 込 期 間  平成 21 年 8 月 4 日（火）

(5) 払 込 期 日  平成 21 年 8 月 5 日（水）

 

以 上 

 

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式

発行および株式売出しに係る発行価格および売出価格等に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表

文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当

社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上

で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。 
この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできませ

ん。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、当社が作成する目論見書が用いられます。その場合には、

この目論見書は当社より入手することができます。この目論見書には、当社およびその経営に関する詳細な情報

が、財務諸表と同様に記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 
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＜ご参考＞ 

1. 発行価格および売出価格の算定 

(1) 算定基準日およびその価格 平成 21 年 7 月 15 日（水）  190 円

(2) ディスカウント率   3.16％
  

 
2. オーバーアロットメントによる国内売出し等について 

前記「2.当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる国内売出し）」記載のオーバーアロ

ットメントによる国内売出しは、前記「1.募集による新株式発行（一般募集）」記載の国内一般募

集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通

株式 195,600,000 株の日本国内における売出しです。 

なお、オーバーアロットメントによる国内売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主

から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を野村證券株式会社に取得

させるために、当社は平成 21 年 7 月 1 日(水)開催の当社取締役会において、前記「3.第三者割当に

よる新株式発行」記載のとおり、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 195,600,000 株の

第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を、平成 21 年 8 月 5 日(水)を払込期日と

して行うことを決議しております。 

また、野村證券株式会社は、平成 21 年 7 月 18 日（土）から平成 21 年 7 月 29 日(水)までの間（以

下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証

券取引所においてオーバーアロットメントによる国内売出しに係る株式数を上限とする当社普通株

式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会

社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当され

ます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、シンジケートカバー取引を全く行わず、ま

たはオーバーアロットメントによる国内売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバ

ー取引を終了させる場合があります。 

さらに、野村證券株式会社は、国内一般募集およびオーバーアロットメントによる国内売出しに

伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部ま

たは一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。 

上記の他、安定操作取引によって取得した当社普通株式の全部または一部を、海外募集における

株式の決済の一部にあてるため、海外当初買取引受会社に譲渡する可能性があります。 

オーバーアロットメントによる国内売出しに係る株式数から、安定操作取引およびシンジケート

カバー取引によって取得し、借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数について、野村證

券株式会社は、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。

そのため本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、

失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、または発行そのもの

が全く行われない場合があります。 

なお、シンジケートカバー取引に関して、野村證券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式

発行および株式売出しに係る発行価格および売出価格等に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表

文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当

社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上

で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。 
この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできませ

ん。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、当社が作成する目論見書が用いられます。その場合には、

この目論見書は当社より入手することができます。この目論見書には、当社およびその経営に関する詳細な情報

が、財務諸表と同様に記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 
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これを行うものとし、適宜ＪＰモルガン証券株式会社およびメリルリンチ日本証券株式会社と協議

するものとします。また、安定操作取引に関して、野村證券株式会社は、みずほ証券株式会社およ

びＪＰモルガン証券株式会社と協議の上、これを行うものとし、適宜メリルリンチ日本証券株式会

社と協議するものとします。 

 
3. 調達資金の使途 

今回の国内一般募集の差引手取概算額 228,853,160,000 円、海外募集の差引手取概算額上限

263,197,000,000 円および本件第三者割当増資による差引手取概算額上限 34,328,840,000 円を合わせた

差引手取概算額合計上限526,379,000,000円については、当社連結子会社への出資に充当する予定です。 
 

 以 上 

 

 

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式

発行および株式売出しに係る発行価格および売出価格等に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表

文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当

社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上

で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。 
この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券

の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできませ

ん。仮に、米国における証券の公募が行われる場合には、当社が作成する目論見書が用いられます。その場合には、

この目論見書は当社より入手することができます。この目論見書には、当社およびその経営に関する詳細な情報

が、財務諸表と同様に記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 
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